
第２９号議案 

   足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２１年２月２３日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例の一部を改

正する条例 

 足立区立保育所における特別保育の実施に関する条例（平成１４年足

立区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２） 一時延長保育 

 第２条第２項中「保育を」を「保育であって、月を単位として利用を

申し込むものを」に改め、同条中第６項を第７項とし、第３項から第５

項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 一時延長保育とは、通常の保育時間を一時的に超えて行う保育であ

って、日を単位として利用を申し込むものをいう。 

 第４条中「区長は、」の次に「特別保育の対象となる児童の保護者か

ら」を加え、「月、日又は時間を単位として」を削る。 

 別表延長保育の部中「午前７時３０分」を「午前７時３０分まで」に

改め、同部の次に次のように加える。 

午 前 ７ 時 か ら 午 前 ７

時３０分まで 

日額  ４００円 日額  ６００円  一

時  

延

長  

午 後 ６ 時 ３ ０ 分 か ら

午後７時３０分まで 

すべての階

層 

 

 

日額  ８００円 日額  １，２００

円 



     

午 後 ７ 時 ３ ０ 分 か ら

午後８時３０分まで 

日額  １，２００

円 

日額  １，８００

円 

 
保

育  

 

 

上 記 利 用 料 に 加 え て 、 食 事 の 提 供 を

受 け た 者 に あ っ て は 、 そ の 費 用 と し

て規則で定める額 

   付 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 一時延長保育を実施する必要があるので、この条例案を提出いたしま

す。 


